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市第11号議案 

   横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運 

   営等の基準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介 

   護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域 

   密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正 

 横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基

準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

   平成28年５月20日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運 

   営等の基準等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介 

   護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域 

   密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条 

例 

 （横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の 

基準等に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営 

等の基準等に関する条例（平成24年12月横浜市条例第77号）の一 

部を次のように改正する。 
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 第83条第６項の表中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。 

（横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成24年12月 

横浜市条例第79号）の一部を次のように改正する。 

 第45条第６項の表中「以下同じ。）」の次に「、指定地域密着

型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準等条例第60条の

３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）」

を加える。 

 第88条中「第39条、第40条」の次に「（第５項を除く。）」を

加える。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提 案 理 由 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係 

法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令

の整備等に関する省令の制定に伴い、関係規定の整備を図るため、

横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準

等に関する条例及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介
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護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を

改正する必要があるので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 、 運 

営 等 の 基 準 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

（ 従 業 者 の 員 数 等 ） 

第 83 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

６  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 前 各 項 に 定 め る 人 員 に 関

す る 基 準 を 満 た す 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 く ほ か 、 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 従 業 者 を 置

い て い る と き は 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 当 該 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介

護 従 業 者 は 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 に 従 事 す る こ と が

で き る 。 

              （省        略）               

当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げる施設

等のいずれかがある場合

   

事業所等、指定居宅サービスの事業を行う  

事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介  

      、指定地域密着型通所介護事  
護看護事業所              
 

業所                   
  、指定認知症対応型通所介護事業所、  
 

指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施  

設                   

看護師又は准看  

護師      

  

   （ 第 ７ 項 か ら 第 13 項 ま で 省 略 ） 

 

横 浜 市 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 

設 備 及 び 運 営 、 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 

介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 等 の 基 準 に 関 す る 

条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 
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（ 従 業 者 の 員 数 等 ） 

第 45 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

６  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 前 各 項 に 定 め る 人 員 に 関 

す る 基 準 を 満 た す 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 を 置 く 

ほ か 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す 従 

業 者 を 置 い て い る と き は 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 当 該 介 護 予 防 小 規 

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 は 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 施 設 等 の 職 務 

に 従 事 す る こ と が で き る 。 

              （省        略）               

当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄に掲

げる施設等のいずれかが

ある場合       

 

事業所等、指定居宅サービスの事業を行う  

事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介  

護看護事業所（指定地域密着型サービス基  

準等条例第７条第１項に規定する指定定期  

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をい  

        、指定地域密着型通所介  
う。以下同じ。）            
 

護事業所（指定地域密着型サービス基準等  

 

条例第60条の３第１項に規定する指定地域  

 

密着型通所介護事業所をいう。）     
               、指定認  
 

知症対応型通所介護事業所（指定地域密着  

型サービス基準等条例第72条第１項に規定  

する指定認知症対応型通所介護事業所をい  

う。）、指定介護老人福祉施設又は介護老  

人保健施設               

看護師又は准看  

護師      

 

 

  （ 第 ７ 項 か ら 第 13 項 ま で 省 略 ） 

（ 準 用 ） 

第 88 条  第 12 条 、 第 13 条 、 第 15 条 、 第 16 条 、 第 24 条 、 第 25 条 、 第 27

条 、 第 33 条 か ら 第 35 条 ま で 、 第 37 条 、 第 38 条 （ 第 ４ 項 を 除 く 。）  

         （ 第 ５ 項 を 除 く 。）  
、 第 39 条 、 第 40 条          、 第 57 条 、 第 60 条 、 第 61 条 
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及 び 第 63 条 の 規 定 は 、 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の

事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 12 条 第 １ 項 中 「 第

28 条 に 規 定 す る 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 82 条 に 規 定 す る 重 要 事

項 に 関 す る 規 程 」 と 、 「 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 従 業 者 」

と あ る の は 「 介 護 従 業 者 」 と 、 第 27 条 第 ２ 項 中 「 こ の 節 」 と あ る

の は 「 第 ５ 章 第 ４ 節 」 と 、 第 33 条 中 「 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所

介 護 従 業 者 」 と あ る の は 「 介 護 従 業 者 」 と 、 第 40 条 第 １ 項 中 「 介

護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 に つ い て 」 と あ る の は 「 介 護 予 防 認

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 に つ い て 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ２

月 」 と 、 第 57 条 中 「 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」 と

あ る の は 「 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 


